
オープンカウンター方式による見積依頼の公示

令和７年２月１４日

支出負担行為担当官

松山地方法務局長 正 木 開 志

下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。

記

１ オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項

(1) 件 名 等 松山地方法務局自動車用揮発油継続的売買契約

(2) 仕 様 仕様書のとおり

(3) 納入場所 仕様書のとおり

(4) 予定数量 仕様書のとおり

２ オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関す

る事項

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること（未成年者、

被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

を除く。）。

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。

ア 令和４・５・６年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販

売」において、Ｄ等級以上に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有す

る者

イ 松山地方法務局が作成する随意契約登録者名簿に記載された者

(4) その他、松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領（以下「実施要

領」という。）に定める参加資格を有する者であること。

３ 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒７９０－８５０５ 愛媛県松山市宮田町１８８番地６ 松山地方合同庁舎

松山地方法務局会計課用度係（担当：熊）

電話：０８９－９３２－５６７３（直通）

F A X：０８９－９４６－２９４３

電子メール：kaikei_matsuyama_moj_bal@i.moj.go.jp

４ 電子調達システムの利用

本案件は、電子調達システムを利用することができる案件である。

５ 仕様書等の交付期間及び交付場所

(1) 仕様書等の交付期間

令和７年２月１４日（金）から令和７年３月３日（月）までの間における

午前９時００分から正午まで及び午後１時００分から午後５時００分まで（た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

(2) 仕様書等の交付場所

ア 電子調達システム（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/）

イ 松山地方法務局ホームページ

ウ 前記３の場所

６ 提出書類、提出期限、提出場所及び提出方法

(1) 提出書類

ア 「令和４・５・６年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し

（松山地方法務局随意契約登録者名簿に記載されている者を除く。）。

イ 暴力団排除に関する誓約書（役員等名簿添付、別添様式）

※電子調達システムを使用して見積書を提出する場合には、提出書類の

全部又は一部を電子調達システムで提出する必要がある。

(2) 提出期限

令和７年３月３日（月）

(3) 提出場所及び提出方法

電子調達システム又は前記３の場所に持参若しくは郵送又は電子メールに

より行うものとする（電子メールによる場合は、各提出書類にパスワードを

付すなど暗号化した上で提出し、到達確認を必ず行うこと。）。

７ 見積書の様式、提出期限、提出場所及び提出方法

(1) 見積書の様式

任意の様式とするが、金額の内訳（数量、単価及び諸経費等）を記載する

こと。

代表者名及び担当者の氏名・連絡先を記載した場合には、見積書への代表

者の押印を省略することができる。

(2) 見積書の提出期限

令和７年３月１０日（月）午後５時００分まで

なお、提出期限までに見積書の提出がなかった場合（電子調達システムに

障害が発生するなどして、見積書を提出することができない場合を除く。）

は、辞退したものとみなす。

(3) 見積書の提出場所及び提出方法

ア 電子調達システムによる場合

見積書は、電子調達システムに定める手続により、提出すること。同シ

ステムへの入力（税抜価格）のほか内訳書添付箇所に見積書の電子データ

（ＰＤＦファイル）を添付すること。

イ 電子メールによる場合

見積書は、前記３のアドレス宛送信する方法により、提出すること。

なお、見積書にパスワードを付すなど暗号化した上で提出し、到達確認

を必ず行うこと。

ウ 郵送又は持参による場合

封筒に入れ、封印の上、必ず件名及び提出者名を明記して、前記３の場

所に提出すること。

郵送の場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法

（例：書留郵便）を利用すること。

８ 見積合わせの日時

令和７年３月１１日（火）午前１０時００分（非公開）

９ 見積書に記載する見積価格

見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含め

た合計金額を記載すること（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）。

10 見積りの無効



本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件

に違反した見積りは無効とする。

11 契約保証金の納付

免除

12 契約書又は請書の作成の要否

要

13 質疑応答

仕様書等に関して質疑がある場合は、令和７年２月２１日（金）午後５時０

０分までに松山地方法務局会計課に書面又はデータで提出しなければならない

（様式適宜。電子メール又はＦＡＸ可。電子メール又はＦＡＸによる場合は到

達確認を必ず行うこと。）。

なお、回答は令和７年２月２８日（金）午後５時００分までに電子メール又

はＦＡＸにより行う。

14 その他

(1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(2) 詳細は、仕様書及び実施要領による。

15 電子調達システムに関する問合せ先

電子調達システムヘルプデスク:TEL:0570-000-683、FAX:017-731-3352

政府電子調達ポータルサイト: https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/

【電子調達システムの利用について】

松山地方法務局では、平成２６年８月から、電子調達システムを利用した調

達手続を実施しており、その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大してい

く予定ですが、運用の状況によっては、見積書等を他の方法により提出するこ

とをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

なお、電子調達システムを利用するためには、事前に利用者登録等を行う必

要がありますので、政府電子調達ポータルサイト（https://www.p-portal.go.

jp/pps-web-biz/）にアクセスの上、利用者登録等を行ってください。

以上



別添様式

誓 約 書

□ 私

□ 当社

は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人

情報を警察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1) 暴力的な要求行為を行う者

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

支出負担行為担当官

松山地方法務局長 殿

年 月 日

住所（又は所在地）

社名及び代表者名

（印）

担当者

氏 名

連絡先

※ 添付書類：役員等名簿

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可



（別紙）

役員等名簿

法人（個人）名：

所 在 地：

（フリガナ） 性
役 職 名 生 年 月 日

氏 名 別

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（ ） Ｔ 男

Ｓ 年 月 日 ・

Ｈ 女

（注） 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入して

ください。
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松山地方法務局オープンカウンター方式実施要領

１ 目的

この要領は、松山地方法務局（以下「当局」という。）が実施するオープンカウ

ンター方式により、物品の調達、役務の提供、その他の契約（以下「物品調達等」

という。）の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。

２ 定義

オープンカウンター方式とは、当局が会計法（昭和２２年法律第３５号）第２

９条の３第５項に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにお

いて、見積りの相手方を特定することなく見積合わせに参加を希望する者から見

積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。

３ 対象

この要領は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」

という。）第９９条第２号から第７号までに規定するもののうち、当局が、本方式

によることが適当であると認めるものを対象とする。

４ 見積書の提出等

(1) 見積合わせに参加する者は、当局ホームページ等で掲載又は当局が手交した

見積依頼、本要領、仕様書、契約書案又は現場等を熟読又は熟覧した上、見積

りをしなければならない。

(2) 見積書の様式は任意（ただし、見積依頼において、様式及び記載方法等が示

されている場合は、それによる。）とするが、記載する金額は消費税及び地方消

費税を含めた合計金額とし、契約担当官等（会計法第２９条の３第１項に規定

する契約担当官等をいう。以下同じ。）が示した日時（以下「見積書提出期限」

という。）までに提出しなければならない。

(3) 見積書への押印については、省略することができる。

ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、発行権者（発行権者とは、代

表者又は代表者から委任を受けた者をいう。）の氏名、担当者の氏名及び連絡先

を記載しなければならない。

(4) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者

による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規

定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便によって行うこととするが、見積書提出期限ま

でに到達しなかった見積書は、無効とする。

(5) 郵送又は信書便により提出する場合は、その表封筒に見積書在中の旨を朱書

し、契約担当官等が指定した者宛てに親展扱いで提出しなければならない。

(6) 前項の規定にかかわらず、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契

約案件については、参加者は電子調達システムを通じて見積書を提出すること

ができる。この場合において、電子調達システムにて入力する見積価格は、消

費税及び地方消費税を抜いた合計金額とし、見積内訳書（様式は任意）を必ず
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添付するものとする。

(7) 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。

５ 見積合わせ

(1) 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 見積合わせは、公示する見積依頼に記載した日時に非公開で行う。

(3) 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達し

た価格の見積りがないときは、当局が選定した者へ見積りを依頼することがで

きる。

６ 見積りの無効

次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。

(1) 参加資格のない者が行った見積り

(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り

(3) 記名を欠く見積り

(4) 金額を訂正した見積り

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り

(6) 公正な競争の執行を妨げた者がした見積り

(7) 明らかに連合によると認められる見積り

(8) 同一人が作成した金額の異なる２通以上の見積り

(9) 仕様書等の条件に違反した見積り

(10) 前各号に掲げるほか、契約担当官等の指示に違反し、又は見積りに関する必

要な条件を具備していない見積り

７ 見積書等の取扱い

提出された見積書等は、見積合わせ前も含めて返却しないこととする。

８ 契約の相手方の決定

(1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、か

つ、当局に最も有利になる見積りを行った者を契約の相手方とする。

(2) 契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、

くじ引きで決定する。

くじ引きの日程等は電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することがで

きない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引

かせる。

なお、電子調達システムを使用して見積合わせを行う契約案件については、

原則として電子調達システムを利用してくじ引きを行うので、紙により見積書

を提出する場合においても任意の正数３桁（電子くじ番号）を記載しなければ

ならない。

(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、当局

ホームページで契約者及び契約金額を公表する。

９ 契約の締結

(1) 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合には、電子調達システムを利用
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して電子契約を締結するときを除き、契約担当官等から交付された契約書案に

記名押印し、契約の相手方に決定した日の翌日から起算して７日以内（行政機

関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定す

る行政機関の休日を含まない。）にこれを契約担当官等に提出しなければならな

い。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得た場合には、この期間を延長

することができる。

(2) 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、見

積りはその効力を失う。

(3) 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方に決定し

た後速やかに、書面又は電子調達システムにより請書（法務省所管契約事務取

扱規程（平成１２年法務省会訓第１７０２号大臣訓令）第１７号様式又は第１

８号様式若しくは第１９号様式）を契約担当官等に提出しなければならない。

ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りで

ない。

(4) 契約の相手方が契約を結ばないときは、損害賠償の請求を受けることがある。

10 参加資格

見積合わせに参加することができる者は、別に定めるもののほか、次の各号に

該当する者とする。この場合、参加資格審査のため、必要な書面等の提出を求め

ることがある。

(1) 予決令第７０条の規定に該当しない者であること（未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）。

(2) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 法務省競争参加資格（全省庁統一資格）において、当局が求める競争参加資

格を有する者であること。ただし、競争参加資格を有しない者であっても、過

去の実績等により十分な履行能力が証明できる場合は、参加を認める場合があ

る。

(4) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行為を

しない者であること｡この場合、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行

為をする者とは、次のア及びイに示す者をいう。

ア 契約の相手方として不適当な者

(ｱ) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する

事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営

に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）である者

(ｲ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして

いる者
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(ｳ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与している者

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用するなどしている者

(ｵ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者

(ｱ) 暴力的な要求行為を行う者

(ｲ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(ｳ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(ｴ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(ｵ) その他前各号に準ずる行為を行う者

(5) 官公庁から指名停止等を受けていない者であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正

な契約の履行が確保される者であること。

11 その他

(1) この要領に基づく見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書、

契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない。

(2) 見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担す

る。

(3) 都合により見積合わせを取りやめることがある。

(4) 契約の相手方を決定するため、見積合わせの参加者に対して追加資料の提出

を求める場合があるので、これに従うこと。

(5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(6) 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をし

た場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。

附則

１ この要領は、令和５年１月２５日から施行する。

２ 従前の要領は、この規定の施行の日から効力を失う。
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令和７年度松山地方法務局自動車用揮発油継続的売買契約書（案）

支出負担行為担当官 松山地方法務局長 ○○○○（以下「甲」という。）と△

△△△株式会社 代表取締役 △△△△（以下「乙」という。）との間において、

次の条項により継続的売買契約を締結する。

（総則）

第１条 乙は本契約に定める条項及び別添仕様書に従い、レギュラーガソリン（Ｊ

ＩＳ規格Ｋ２２０２－２号。以下「ガソリン」という。）を、甲と協議して定め

た給油所において、甲の指定する自動車に給油して甲に引き渡し、甲は乙にその

代価を支払うものとする。

２ 契約時単価は、１リットル当たり金○○○円（ただし、消費税額及び地方消

費税額を含まない。）とする。

なお、単価について、契約日から令和７年４月３０日までの間は変更しない

ものとする。

（受渡し）

第２条 甲は、揮発油の給油を受けようとするときは、甲及び乙が協議して定め

た給油カード（以下「カード」という。）を乙に提示するものとする。

２ 乙は、甲からカードの提示を受けたときは、甲が指定する数量の揮発油を甲

が指定する検査職員立会いの上、甲の指定する自動車に給油する。

（品質証明・検査）

第３条 乙は、甲の要求があったときは、給油する揮発油について製油所の発行

する品質証明書を提出しなければならない。

２ 甲は、給油を受ける揮発油の品質について、必要に応じて検査を行うことが

できる。

（契約不適合責任）

第４条 甲は、給油を受けた後、給油された揮発油の種類、品質又は数量が本契

約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用

で取り替える等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責め

に帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。

２ 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかか
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わらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代

金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追

完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができ

る。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達する

ことができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでそ

の期限を経過したとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込み

がないことが明らかであるとき。

３ 甲は、第１項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了す

るまでの期間に応じて第１３条第５項及び第２０条第６項の規定に準じて計算

した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金

額の１００分の１０に相当する額の違約金を乙に対して請求することができ

る。

４ 甲が第２項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、

本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の

１００分の２０に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。な

お、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これによ

り受けた利益を返還しないことができる。

５ 乙が前２項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、

乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に

応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければな

らない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合に

はこれを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないも

のとする。

６ 第３項及び第４項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより

甲に生じた直接又は間接の損害の額が第３項及び第４項に基づいて請求した違

約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求するこ

とを妨げない。
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７ 第４項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分

に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。

８ 甲は、第１項から第６項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適

合な揮発油を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから１年

以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。

（代金の請求・支払）

第５条 乙は、甲が給油したガソリン代金（消費税及び地方消費税を含む。）につ

いて、車両ごとの給油年月日、車両ナンバー、給油量等を記した内訳書を添付し、

月ごとに一括して、翌月１０日までに甲に対し請求するものとする。

２ 甲は、乙からの適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算し

て３０日以内に乙に代金を支払わなければならない。

３ 代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

（支払遅延利息）

第６条 甲の責めに帰する事由により、前条第２項の規定による代金の支払が遅

れた場合には、甲は、乙に対し、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を

定める件」（昭和２４年大蔵省告示第９９１号）に定める率の遅延利息を支払わ

なければならない。

（価格の変更）

第７条 甲及び乙は、契約期間中に、市場価格の著しい変動などにより契約金額

が著しく不適当であると認めるに至ったときは、仕様書の定めに基づき甲乙協議

の上、書面により、契約金額を変更することができる。

（債権譲渡等の禁止）

第８条 本契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承

継させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。

（損害の賠償）

第９条 乙は、自己の責めに帰し難い事由により本契約の履行ができない場合に

は、その事由を明らかにした書面をもって遅延なく甲に申し出なければならな

い。

２ 乙は、自己の責めに帰する事由により本契約の履行ができない場合において、

甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（危険負担）
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第１０条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本

契約に基づく業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を

拒むことができる。

２ 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本契約に基づく業務を履行す

ることができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただ

し、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなけ

ればならない。

（割合的報酬）

第１１条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本契約に基づく

業務を完了することができなくなった場合又は本契約が同契約に基づく業務の

完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分

によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて

契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分につい

て第３条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。

（甲の契約解除権等）

第１２条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契

約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。

(2) 乙が本契約の条項に違反したとき。

２ 乙は、前項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除する

か否かにかかわらず、本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の

１００分の１０に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払

わなければならない。

３ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

（談合等の不正行為に係る契約解除）

第１３条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全

部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の

場合に限る。以下同じ。）の規定による排除措置命令を行ったとき。
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(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条

の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は

使用人）が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９

８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定に

よる罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、

速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）

第１４条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全

部又は一部を解除するか否かにかかわらず、本契約書で定める契約単価に予定

数量を乗じて得た金額（契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後

の契約単価に予定数量を乗じて得た金額）の１００分の１０に相当する額を違

約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８

条の２の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第７条の

４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨

の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は

使用人）について、刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。

２ 乙は、前項第３号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当する

ときは、前項の本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た金額（契約締

結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じ

て得た金額)の１００分の１０に相当する額のほか、同契約単価に予定数量を乗
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じて得た金額の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日ま

でに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１

項の規定による納付命令（同法第７条の３第１項若しくは第２項又は第３項

の規定を適用したものに限る。）を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 乙が、甲に対して独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書

を提出しているとき。

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。

４ 第１項及び第２項の規定は、第９条に定める損害の額が違約金を超過する場

合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

５ 乙が第１項及び第２項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わな

い場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日ま

での日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わ

なければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数が

ある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を

要しないものとする。

６ 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。

（属性要件に基づく契約解除）

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告

を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所

をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的

に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

とき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供
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与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第１６条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を

した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（下請契約等に関する確約）

第１７条 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を

下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）、

受託者（再委託以降の全ての受託者を含む。）及び下請負人若しくは受託者が当

該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。）としないこと

を確約する。

（下請契約等に関する契約解除）

第１８条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、

直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除さ

せるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく

は下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に

反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を

解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（不当介入に関する通報・報告）

第１９条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運

動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下
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「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、

これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告した上、警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（乙の契約解除権）

第２０条 乙は、甲の契約違反によって契約の履行をすることが不可能となった

ときは、本契約を解除することができる。

（違約金等）

第２１条 甲は、第１５条及び第１６条の各号の一に該当すると認められるとき

は、本契約の全部又は一部を解除するかどうかにかかわらず、契約金額の１０

０分の１０に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。

３ 甲は、第１５条、第１６条及び第１８条第２項の規定により本契約を解除し

た場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償すること

は要しない。

４ 乙は、甲が第１５条、第１６条及び第１８条第２項の規定により本契約を解

除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとす

る。

５ 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。

６ 乙が第１項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、

乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に

応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければな

らない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合に

はこれを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないも

のとする。

（再委託）

第２２条 乙は、本契約に基づく業務の全部を第三者に委託することはできない。

２ 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定め

る様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。

３ 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行

為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。

４ 乙は、本契約に基づく業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約
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を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と

約定しなければならない。

（再委託に関する内容の変更）

第２３条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める

様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。

（履行体制）

第２４条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当

該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行

体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。

２ 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければ

ならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しな

い。

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認

めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。

（契約保証金）

第２５条 本契約に関しては、保証金の納付を免除する。

（管轄裁判所）

第２６条 本契約から生ずる一切の紛争の第一審の専属合意管轄裁判所を、松山

地方裁判所とする。

（有効期間）

第２７条 本契約の有効期間は令和７年４月１日から令和８年３月３１日までと

する。

（補則）

第２８条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決

定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。



- 10 -

上記契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。

令和７年４月１日

甲 松山市宮田町１８８番地６

支出負担行為担当官

松山地方法務局長 ○ ○ ○ ○

乙 住所

△△△△株式会社

代表取締役 △ △ △ △
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仕 様 書

１ 納入物品の仕様

レギュラーガソリン（ＪＩＳ規格Ｋ２２０２－２号）

２ 契約期間

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

３ 納入予定数量（見込数量である。）

別紙のとおり

４ 納入の条件

別紙表の各自動車所在地（以下「所在地」という。）からおおむね半径５キ

ロメートル以内の地域に同一価格で給油することのできる直営の給油所、又は

乙が所属する石油メーカーの給油カード（入会金及び年会費が無料であり、か

つ、クレジット機能を有しないものに限る。）を利用することにより、同一価

格で給油することができる給油所（有料道路にある給油所を除く。）があるこ

と。

５ 納入場所

別紙表の各所在地からおおむね半径５キロメートル以内の地域に存する給油

所（有料道路にある給油所を除く。）。ただし、別紙表以外の地域においても、

同一価格で給油することができる給油所がある場合は、その給油所も含む。

６ 給油カードの発行

乙は、別途交付する車両番号一覧表により、車両登録番号等を表示した給油

カード（入会金及び年会費無料であり、クレジット機能を有しないものに限

る。）を車両番号一覧表に表示した台数分作成し、甲が指定する日までに納品

すること。

なお、給油カードに磁気不良等が生じた場合又はレンタカー等に給油する場

合に備えて所在地ごとに１枚の予備カードを納品すること。

７ 契約方法

本契約は、１リットル当たりの単価契約とする。

８ 代金の請求方法

乙は、各給油所の毎月分の請求書を取りまとめ、車両ごとの給油量を記載し

た内訳書（各車両の給油日及び給油量が１回毎に分かるもの）とともに、一括
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して請求するものとする。

９ 価格の変更

契約書第７条に定める契約単価の変更については、市場価格の変動等の事由

により必要があると認められる場合に随時協議するものとし、具体的には次の

基準により行う。

(1) 資源エネルギー庁公表月平均愛媛県価格

資源エネルギー庁が毎週発表する石油製品価格調査結果におけるレギュラ

ーガソリン１リットル当たりの愛媛県価格から消費税及び地方消費税を除い

た価格の月平均価格を「資源エネルギー庁公表月平均愛媛県価格」という。

(2) 基準価格

令和７年３月の「資源エネルギー庁公表月平均愛媛県価格」（契約期間中

に単価の変更を行った場合にあっては、直近の変更契約締結日の属する月の

「資源エネルギー庁公表月平均愛媛県価格」）を「基準価格」という。

(3) 契約単価の変更協議

契約単価の変更協議は、原則として「資源エネルギー庁公表月平均愛媛県

価格」が「基準価格」から３円以上高騰又は下落したときに行うことができ

るものとする。

(4) 変更協議における契約単価

変更協議における契約単価と変更前の契約単価との差額は、「資源エネル

ギー庁公表月平均愛媛県価格」と「基準価格」との差額を超えることができ

ない。

(5) 変更後の契約単価の適用時期

変更後の契約単価は、契約単価変更協議における「資源エネルギー庁公表

月平均愛媛県価格」の対象月の翌々月１日から適用するものとする。

(6) (1)から(5)までの基準によりがたい特別の事情がある場合は、別に協議を

行うものとする。



別紙

台数 予定数量
(ﾘｯﾄﾙ)

松山地方法務局 790-8505 松山市宮田町１８８番地６ 089-932-0888 5 1,900

大洲支局 795-0065 大洲市東若宮２番地８ 0893-50-5055 2 250

西条支局 793-0023 西条市明屋敷１６８番地１ 0897-56-0188 1 350

四国中央支局 799-0405 四国中央市三島中央五丁目４番３１号 0896-23-2407 1 150

今治支局 794-0042 今治市旭町一丁目３番地３ 0898-22-0855 1 200

宇和島支局 798-0036 宇和島市天神町４番４０号 0895-22-0770 1 200

砥部出張所 791-2116 伊予郡砥部町原町１７１番地１ 089-962-2140 1 250

12 3,300

自動車の所在

合  計


